
在宅医療の充実に向けた
保健所への期待について

厚生労働省医政局地域医療計画課

在宅医療推進室 坪井 博文
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平成29年推計値
（日本の将来推計人口）

実績値
（国勢調査等）

○ 日本の人口は近年減少局面を迎えている。2065年には総人口が9,000万人を割り込み、高齢化率は
38％台の水準になると推計されている。
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12,693万人
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3,716

6,875

1,321

8,808

3,381

4,529

898

（出所） 2016年までの人口は総務省「人口推計」（各年10月1日現在）、高齢化率および生産年齢人口割合は2015年までは総務省「国勢調査」、 2016年は総務省「人口推計」 、
2016年までの合計特殊出生率は厚生労働省「人口動態統計」（※2015年までは確定値、2016年は概数）、
2017年以降は国立社会保障・人口問題研究所「日本の将来推計人口（平成29年推計）：出生中位・死亡中位推計」

日本の人口の推移
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2025年までの65歳以上人口の増加数

2010年65歳以上人口

2025年までの各県の65歳以上人口増加数が、全

国の65歳以上人口増加数に占める割合

都道府県別高齢者人口（65歳以上）の増加数
（2010年 → 2025年）

東京都、大阪府、神奈川県、埼玉県、愛知
県、千葉県、北海道、兵庫県、福岡県で、
2025年までの全国の65歳以上人口増加数の

約６０％を占める

○ 高齢化の進展には地域差
○ 首都圏をはじめとする都市部を中心に、高齢者数が増加

（既に人口減少が始まっている都道府県も）

出典：国勢調査（平成22年）
国立社会保障・人口問題研究所「都道府県の将来推計人口（平成24年1月）

（人） （割合）

高齢者数増加の地域差について
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地域により
医療需要ピークの時期
が大きく異なる

出典：社会保障制度国民会議 資料 （平成25年4月19日第9回
資料

3－3 国際医療福祉大学高橋教授提出資料）

高齢化のピーク・医療需要総量のピーク



いつまでも元気に暮らすために･･･

生活支援・介護予防

住まい

地域包括ケアシステムの姿

※ 地域包括ケアシステムは、おおむね３０
分以内に必要なサービスが提供される日
常生活圏域（具体的には中学校区）を単
位として想定

■在宅系サービス：
・訪問介護 ・訪問看護 ・通所介護
・小規模多機能型居宅介護
・短期入所生活介護
・24時間対応の訪問サービス
・複合型サービス

（小規模多機能型居宅介護＋訪問看護）等

・自宅
・サービス付き高齢者向け住宅等

相談業務やサービスの
コーディネートを行います。

■施設・居住系サービス
・介護老人福祉施設
・介護老人保健施設
・認知症共同生活介護
・特定施設入所者生活介護

等

日常の医療：
・かかりつけ医、有床診療所
・地域の連携病院
・歯科医療、薬局

老人クラブ・自治会・ボランティア・NPO 等

・地域包括支援センター
・ケアマネジャー

通院・入院
通所・入所

病院：
急性期、回復期、慢性期

病気になったら･･･

医 療 介護が必要になったら･･･

介 護

■介護予防サービス

地域包括ケアシステムの構築について

○ 団塊の世代が７５歳以上となる２０２５年を目途に、重度な要介護状態となっても住み慣れた地域で自分らし
い暮らしを人生の最後まで続けることができるよう、医療・介護・予防・住まい・生活支援が一体的に提供される
地域包括ケアシステムの構築を実現。

○ 今後、認知症高齢者の増加が見込まれることから、認知症高齢者の地域での生活を支えるためにも、地域包
括ケアシステムの構築が重要。

○ 人口が横ばいで７５歳以上人口が急増する大都市部、７５歳以上人口の増加は緩やかだが人口は減少する
町村部等、高齢化の進展状況には大きな地域差。

○ 地域包括ケアシステムは、保険者である市町村や都道府県が、地域の自主性や主体性に基づき、地域の特
性に応じて作り上げていくことが必要。
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○ 都道府県が、国の定める基本方針に即し、地域の実情に応じて、当該都道府県における医療提供体制の確保を図るために策定するも
の。

○ 医療資源の地域的偏在の是正と医療施設の連携を推進するため、昭和６０年の医療法改正により導入され、都道府県の二次医療圏
ごとの病床数の設定、病院の整備目標、医療従事者の確保等を記載。平成１８年の医療法改正により、疾病・事業ごとの医療連携体制
について記載されることとなり、平成２６年の医療法改正により「地域医療構想」が記載されることとなった。

医療計画制度について医療計画について

・ ２０２５年の、高度急性期、急性期、回復期、慢性期の４機能
ごとの医療需要と必要病床数、在宅医療等の医療需要を推
計。

○ 地域医療構想

医療計画における主な記載事項

※ ５疾病･･･５つの疾病（がん、脳卒中、心筋梗塞等の心
血管疾患、 糖尿病、精神疾患）。

５事業･･･５つの事業（救急医療、災害時における医療、
へき地の医療、周産期医療、小児医療（小児
救急医療を含む。））。

○ ５疾病・５事業（※）及び在宅医療に関する事項

・ 疾病又は事業ごとの医療資源・医療連携等に関する現状
を把握し、課題の抽出、数値目標の設定、医療連携体制の
構築のための具体的な施策等の策定を行い、その進捗状
況等を評価し、見直しを行う（PDCAサイクルの推進）。

○ 医療従事者の確保

・ 地域医療支援センターにおいて実施する事業等による医
師、 看護師等の確保。○ 医療の安全の確保

○ 基準病床数の算定

○ 医療圏の設定

・ 国の指針において、一定の人口規模及び一定の患者
流入・流出割合に基づく、二次医療圏の設定の考え方を明
示し、見直しを促進。

・ 病院の病床及び診療所の病床の整備を図るべき地域的
単位として区分。
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（効果的な施策の推進）

第７次医療計画（在宅医療）について

【概要】

（効果的な施策の推進）

○ 地域医療構想や介護保険事業計画と整合性のとれた、実効的な整備目標を設定し、在宅医療の提供体制を着実に整備する。
○ 多様な職種・事業者を想定した取組、市町村が担う地域支援事業と連携した取組など、より効果的な施策を実施する。

○ 医療サービスと介護サービスが、地域の実情に応じて補完
的に提供されるよう、都道府県や市町村の医療・介護担当
者、地域医師会等の関係者による協議の場を設置し、介護保
険事業計画等における整備目標と整合的な目標を検討。

実効的な整備目標の設定

多様な職種・事業者を想定した取組

○ 在宅医療の提供者側に対する施策に偏重しないよう、多様な職
種・ 事業者が参加することを想定した施策を実施。

（例）・地域住民に対する普及啓発

・入院医療機関に対し在宅医療で対応可能な患者像や療養環境に
ついての研修

・入院医療機関と、かかりつけの医療機関や居宅介護支援事業所等
との入退院時における情報共有のための連携ルール等の策定 等

地域支援事業と連携した取組

○ 医師会等と連携し、また保健所を活用しながら、地域支援事業
の在宅医療・介護連携推進事業を担う市町村を支援。
特に、以下のような医療に係る専門的・技術的な対応が必要な

取組は、重点的に対応。
（ウ）切れ目のない在宅医療と在宅介護の提供体制の構築
（オ）在宅医療・介護連携に関する相談支援
（ク）在宅医療・介護連携に関する関係市区町村の連携

市町村

協議の場・医療計画
・市町村介護保険事業

計画

都道府県

居宅介護
支援事業所

かかりつけ医
在宅医療の研修

入退院時の患者情報の共有ルール策定

入院医療機関

両計画で整合的な目標を検討
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○入院医療機関と在宅医療
に係る機関との協働による
退院支援の実施

①退院支援

○ 在宅療養者の病状の急変時における往診
や訪問看護の体制及び入院病床の確保

③急変時の対応

②日常の療養支援

○ 多職種協働による患者や家族の生活を

支える観点からの医療の提供

○ 緩和ケアの提供

○ 家族への支援

○住み慣れた自宅や介護施設
等、患者が望む場所での看
取りの実施

④看取り

急変

在宅医療の体制構築に係る指針（疾病・事業及び在宅医療に係る医療体制について（平成29年3月31日付け医政地発0331第３号厚生労働省医政局地域医療計画課長通知）

○①～④の機能の確保にむけ、必要な連携を担う役割
・地域の関係者による協議の場の開催
・包括的かつ継続的な支援にむけた関係機関の調整
・関係機関の連携体制の構築 等

～ 「在宅医療の体制構築に係る指針」による在宅医療提供体制のイメージ ～

○①～④の機能の確保にむけ、積極的役割を担う
・自ら24時間対応体制の在宅医療を提供
・他医療機関の支援
・医療、介護、障害福祉の現場での多職種連携の支援

在宅医療において積極的役割を担う医療機関 在宅医療に必要な連携を担う拠点

・病院、診療所（歯科含む） ・薬局

・訪問看護事業所 ・居宅介護支援事業所

・地域包括支援センター

・短期入所サービス提供施設

・相談支援事業所 等

医療計画には、各機能を担う

医療機関等の名称を記載

多職種連携を図りつつ、24時間体制で在宅医療を提供

○ 在宅医療の体制については、都道府県が策定する医療計画に、地域の実情を踏まえた課題や施策等を記載。
○ 国は「在宅医療の体制構築に係る指針」を提示し、都道府県が確保すべき機能等を示している。

在宅医療の体制について在宅医療の体制について

在宅医療の提供体制に求められる医療機能

・在宅療養支援診療所

・在宅療養支援病院 等

・医師会等関係団体

・保健所 ・市町村 等

圏域は、二次医療圏にこだわらず、
市町村単位や保健所圏域など、地域
の資源の状況に応じて弾力的に設
定
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○ 訪問診療に対応する医療機関の数は増加傾向で、診療所では全体の約２０％、
病院では全体の約３０％に至る。

（施設数） 18.9%

21.4% 22.1% 22.4% 21.8%

18.0%

20.0%

22.0%

24.0%

訪問診療を行う医療機関数の推移

在宅医療の提供体制

診療所 病院

(H26) (H26)(H23)(H23) (H20)(H20) (H17)(H17)

診療所全体（注）に占める割合
（施設数）

（構成比） （構成比）

訪問診療を行う診療所の数

訪問診療を行う病院の数

病院全体に占める割合

出典：医療施設調査（厚生労働省）

※ 訪問診療：患者宅に計画的、定期的に訪問し、診療を行うもの ※ 往診 ：患者の要請に応じ、都度、患者宅を訪問し、診療を行うもの

（※）保険診療を行っていないものを除く
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在宅患者訪問診療料等の算定件数の推移在宅患者訪問診療料等の算定件数の推移

○ 訪問診療料の算定件数は、大幅に増加。往診料の算定件数は横ばい。
○ 訪問診療を受ける患者の大半は75歳以上の高齢者であるが、小児や成人についても一定程度存在し、その数は増加傾向。

在宅患者訪問診療料、往診料の算定件数推
移

（レセプト件数/月）

出典：社会医療診療行為別調査（厚生労働省）
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在宅患者訪問診療の年齢階級別の構成比

（レセプト件／月、％）

訪問診療：患者宅に計画的、定期的に訪問し、診療を行うもの
往診 ：患者の要請に応じ、都度、患者宅を訪問し、診療を行うもの

2008 2011 2015 2017

（H20） （H23） （H27） （H29）

計 272,540 449,315 699,534 710,868

0-4歳
0 38 598 828

（0.00%） （0.01%） （0.09%） （0.12%）

5-19歳
0 1,085 1,165 1,622

（0.00%） （0.24%） （0.17%） （0.23%）

20-39歳

2,502 3,499 3,909 4,428

（0.92%） （0.78%） （0.56%） （0.62%）

40-64歳
12,443 23,074 19,542 20,708

（4.57%） （5.14%） （2.79%） （2.91%）

65-74歳

31,488 35,384 49,719 49,234

（11.55%） （7.88%） （7.11%） （6.93%）

75-84歳

93,044 152,390 200,606 187,776

（34.14%） （33.92%） （28.68%） （26.42%）

85歳以上

133,063 233,845 423,995 446,272

（48.82%） （52.04%） （60.61%） （62.78%）
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平成29年版NDBデータより作成

（件数）

人口10万対訪問診療実施件数（都道府県別）
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○ 75歳以上の訪問診療実績が全体の約91.3％を占めている。
○ 全体の訪問は7,810,292件と昨年度と比較し、約6.6％増加している。
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在宅医療の充実に向けた保健所の役割

〇 「疾病・事業及びに在宅医療に係る医療体制について」（平成29年３月31日付け医政地発0331第3号厚生労働省医政局地域医療計画課長）（一
部抜粋）

第３ 構築の具体的な手順
３ 連携の検討
（２）保健所は、「地域保健法第４条第１項の規定に基づく地域保健対策の推進に関する基本的な指針」（平成６年厚生省告示第374 号）の規定に基
づき、また、「医療計画の作成及び推進における保健所の役割について」（平成19 年７月20 日付け健総発第0720001 号厚生労働省健康局総務課長
通知）を参考に、医療連携の円滑な実施に向けて、地域医師会等の関係団体と連携して医療機関相互の調整を行う等、積極的な役割を果たすこと。

〇 医療計画における在宅医療の提供体制の構築にあたり、保健所には、
• 所管区域に係る医療に関する情報の収集、管理及び分析を行うこと
• 地域の医師会及び消防機関等の救急医療に係る関係機関と調整を行うこと

• 地域における保健、医療、福祉のシステムの構築、医療機関の機能分担と連携、地
域における健康危機管理の拠点としての機能の強化等について企画及び調整を推
進することなどが求められている。

12

〇 医療計画の作成及び推進における保健所の役割について（平成19年７月20日付け健総発第0720001号）（一部抜粋）
（１）情報の収集、整理及び活用の推進

所管区域に係る医療に関する情報（例：医療機関の人員、施設整備、診療機能等に関する情報）の収集、管理及び分析を行うこと。
（２）地域における健康危機管理の拠点としての機能の強化
①健康危機の発生に備え、地域の保健医療の管理機関として、平常時から法令に基づく監視業

務等を行うことにより、健康危機の発生の防止に努めること。
②地域の医師会及び消防機関等の救急医療に係る関係機関と調整を行うこと。
③保健衛生部門、警察等の関係機関及びボランティアを含む関係団体と調整すること。
（３）企画及び調整の機能の強化

①地域における保健、医療、福祉のシステムの構築、医療機関の機能分担と連携、地域における健康危機管理の拠点としての機能の強化等につい
て企画及び調整を推進すること。

②医療計画作成指針において、「第４ 医療計画作成の手順等」の「２ 疾病又は事業ごとの医療連携体制構築の手順」の「（２）協議の場の設置」の
「②圏域連携会議」に「その際保健所は、地域医師会等と連携して当会議を主催し、医療機関相互または医療機関と介護サービス事業所との調整を
行うなど、積極的な役割を果たすものとする。」と記載されており、この点に留意すること。
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〇第７次医療計画の改善
・訪問診療に関する数値目標、在宅医療の整備目標等の設定

〇都道府県全体の体制整備
・医療政策担当部局と介護保険担当部局の連携の推進
・年間スケジュールの策定
・在宅医療の充実に向けた市町村支援

〇在宅医療の取組状況の見える化（データ分析）
・在宅医療の詳細な分析（KDBシステムの活用等）
・個別医療機関や訪問看護ステーションへの調査（訪問診療、訪問看護の実施意向など）
・市町村や関係団体等との情報共有

〇在宅医療への円滑な移行
・入退院支援ルールの策定、運用

〇在宅医療に関する人材の確保・育成
・医療従事者への普及・啓発事業やスキルアップ研修の支援
・多職種連携に関する会議や研修の支援

○住民への普及・啓発
・在宅医療や介護に関する普及・啓発
・人生の最終段階における医療・ケアについての意思決定支援に関する普及・啓発

13

在宅医療の充実に向けた取組の進め方について（H31.1.29通知）
○ 平成30年4月から始まった第7次医療計画における在宅医療の提供体制に係る計画や、在宅医療の充実に向けて

都道府県に取り組んでいただくべきことについて議論を行い、平成30年12月に「在宅医療の充実に向けた議論
の整理」をとりまとめた。

○ その内容を踏まえ、平成31年1月に厚生労働省として、「在宅医療の充実に向けた取組の進め方について」を
都道府県の在宅医療部局と介護担当部局に通知した。

＜都道府県が取り組んでいくべき事項＞



（参考）都道府県の在宅医療圏設定状況

○ 約７割の道府県が二次医療圏（地域医療構想区域）と同一に設定している。

出典：厚生労働省医政局調べ
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32
2

9

2 2

二次医療圏（地域医療構想区域） 保健所単位

（区）市町村単位 郡市区医師会単位

その他

山梨県、高知県

茨城県、東京都、石川県、長野県
兵庫県、奈良県、広島県、香川県
大分県

栃木県、長崎
県

※山形県、徳島県

※その他
山形県：郡市区医師会単位や旧保健所単位などから、９圏域を在宅医療圏域として設定
徳島県：地域の特性に応じて1.5次医療圏を設定し、その6圏域を在宅医療圏として設定
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（２）都道府県の体制整備 ②年間スケジュールの策定

○ １１都府県で策定されている。

出典：厚生労働省医政局調べ
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11

21

15

策定している 今後策定予定 策定していない

北海道、青森県、宮城県、秋田県、山形県
栃木県、埼玉県、新潟県、福井県、岐阜県
静岡県、兵庫県、和歌山県、島根県、広島県
香川県、愛媛県、福岡県、佐賀県、熊本県
沖縄県

福島県、茨城県、群馬県、千葉県
石川県、山梨県、長野県、愛知県
京都府、鳥取県、岡山県、徳島県
高知県、宮崎県、鹿児島県
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（２）都道府県の体制整備 ③在宅医療の充実に向けた市町村支援

○ ４２都道府県で実施されている。

出典：厚生労働省医政局調べ

16

42

3 2

実施している 今後実施予定 実施していない

山口県、高知県

青森県、秋田県、沖縄県
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（３）在宅医療の取組状況の見える化（データ分析）
①KDBシステムのデータ等の活用

○ １４道府県で実施されている。

出典：厚生労働省医政局調べ

17

14

17

16

実施している 今後実施予定 実施していない

岩手県、埼玉県、東京都、神奈川県、石川県
福井県、長野県、愛知県、兵庫県、和歌山県
鳥取県、香川県、愛媛県、福岡県、佐賀県
長崎県、大分県

青森県、宮城県、秋田県、山形県
福島県、栃木県、群馬県、新潟県
富山県、山梨県、岡山県、山口県
徳島県、高知県、宮崎県、沖縄県
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（４）在宅医療への円滑な移行（入退院支援ルールの策定支援）
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○ 在宅医療圏域全てで策定・支援しているのは、１６都道府県となっている。

在
宅
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圏
域
数

出典：厚生労働省医政局調べ

調
査
中

※

※

※※

※

※

※在宅医療圏とは異なる圏域で設定
・茨城県：在宅医療圏（二次医療圏）ではなく、全県統一ルールを策定
・群馬県：在宅医療圏（二次医療圏）ではなく、保健所単位で設定
・東京都：在宅医療圏（市町村単位）ではなく、全県統一ルールを策定
・神奈川県：在宅医療圏（二次医療圏）ではなく、市町村単位で設定
・福井県：在宅医療圏（二次医療圏）ではなく、全県統一ルールを策定
・長野県：在宅医療圏（市町村単位）ではなく、二次医療圏単位で設定
・佐賀県：在宅医療圏（二次医療圏）ではなく、市町村単位で設定
・宮崎県：在宅医療圏（二次医療圏）ではなく、保健所単位で設定

※

※
調
査
中
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（５）在宅医療に関する人材の確保・育成
①医療従事者への普及・啓発事業やスキルアップ研修の支援
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○ 在宅医療圏域全てで実施しているのは、３８都道府県となっている。

出典：厚生労働省医政局調べ
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※在宅医療圏とは異なる圏域で設定
・長野県：在宅医療圏（市町村単位）ではなく、二次医療圏単位で設定

※
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（５）在宅医療に関する人材の確保・育成
②多職種連携に関する会議や研修の支援
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○ 在宅医療圏域全てで実施しているのは、３８都道府県となっている。

出典：厚生労働省医政局調べ

※

在
宅
医
療
圏
域
数

※在宅医療圏とは異なる圏域で設定
・長野県：在宅医療圏（市町村単位）ではなく、二次医療圏単位で設定
・佐賀県：在宅医療圏（二次医療圏）ではなく、市町村単位で設定

※

第 ８ 回 在 宅 医 療 及 び 医 療 ・
介 護 連 携 に 関 す る W Ｇ

平 成 ３ １ 年 ３ 月 １ ８ 日

資料

１



（６）住民への普及・啓発
①人生の最終段階における医療・ケアについての意思決定支援に関する普及・啓発
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○ 在宅医療圏域全てで実施しているのは、２０都道府県となっている。

出典：厚生労働省医政局調べ
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※在宅医療圏とは異なる圏域で設定
・長野県：在宅医療圏（市町村単位）ではなく、二次医療圏単位で設定
・岐阜県：在宅医療圏（二次医療圏）ではなく、市町村単位で設定
・佐賀県：在宅医療圏（二次医療圏）ではなく、市町村単位で設定
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（６）住民への普及・啓発 ②在宅医療や介護に関する普及・啓発
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未実施

今後実施予定

実施済

○ 在宅医療圏域全てで実施しているのは、３３都道府県となっている。

出典：厚生労働省医政局調べ

※

在
宅
医
療
圏
域
数

※在宅医療圏とは異なる圏域で設定
・長野県：在宅医療圏（市町村単位）ではなく、二次医療圏単位で設定
・岐阜県：在宅医療圏（二次医療圏）ではなく、市町村単位で設定
・佐賀県：在宅医療圏（二次医療圏）ではなく、市町村単位で設定

※

※

第 ８ 回 在 宅 医 療 及 び 医 療 ・
介 護 連 携 に 関 す る W Ｇ

平 成 ３ １ 年 ３ 月 １ ８ 日

資料
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医療的ケア児について

児童福祉法の改正

第五十六条の六第二項

「地方公共団体は、人工呼吸器を装着している障害児その他の日常生活を営むために医療を要する状態にある障害児

が、その心身の状況に応じた適切な保健、医療、福祉その他の各関連分野の支援を受けられるよう、保健、医療、福祉

その他の各関連分野の支援を行う機関との連絡調整を行うための体制の整備に関し、必要な措置を講ずるように努めな

ければならない。」

＊ 画像転用禁止

（平成28年5月25日成立・同年6月3日公布）

（厚生労働科学研究費補助金障害者政策総合研究事業「医療的ケア児に
対する実態調査と医療・福祉・保健・教育等の連携に関する研究（田村
班）」の協力のもと障害福祉課障害児・発達障害者支援室作成）

○ 医療的ケア児とは、医学の進歩を背景として、ＮＩＣＵ等に長期入院した後、引き続き人工呼吸器や胃ろう等を使用し、
たんの吸引や経管栄養などの医療的ケアが日常的に必要な児童のこと。

○ 全国の医療的ケア児は約2.0万人〈推計〉 ［平成30年厚生労働科学研究田村班報告］

○ 歩ける医療的ケア児から寝た
きりの重症心身障害児※1まで
いる。

○ 生きていくために日常的な医
療的ケアと医療機器が必要
例）気管切開部の管理、人工
呼吸器の管理、吸引、在宅酸
素療法、胃瘻・腸瘻・胃管から
の経管栄養、中心静脈栄養
等

※1：重症心身障害児とは重度の知的障害と
重度の肢体不自由が重複している子ども
のこと。全国で約43,000人（者も含まれて
いる）。［岡田.2012推計値］
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地域における医療的ケア児の支援体制の整備

○訪問診療や訪問看護等医療を受けながら生活

することができる体制の整備の確保

○小児在宅医療従事者育成のための研修会の

実施 等

○訪問診療や訪問看護等医療を受けながら生活

することができる体制の整備の確保

○小児在宅医療従事者育成のための研修会の

実施 等

○障害児福祉計画等を利用しながら計画的

な体制整備

○医療的ケアに対応できる短期入所や障害

児通所支援等の確保 等

○障害児福祉計画等を利用しながら計画的

な体制整備

○医療的ケアに対応できる短期入所や障害

児通所支援等の確保 等

平成28年5月25日成立・同年6月3日公布の「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律及び
児童福祉法の一部を改正する法律」において、地方公共団体に対し、医療的ケア児が必要な支援を円滑に受けることが
できるよう、保健、医療、福祉等の各関連分野の支援を行う機関との連絡調整を行うための体制整備に関する努力義務
を規定（児童福祉法第５６条の６第２項）（本規定は公布日施行）
「医療的ケア児の支援に関する保健、医療、福祉、教育等の連携の一層の推進について」（平成２８年６月３日
関係府省部局長連名通知）を地方公共団体等に発出し、連携体制の構築を推進。

○母子保健施策を通じて把

握した医療的ケア児の保

護者等への情報提供 等

○母子保健施策を通じて把

握した医療的ケア児の保

護者等への情報提供 等

医療関係

地方公共団体

保健 医療

障害福祉 保育

教育 その他

○保育所等、幼稚園、認定こども園

における子どもの対応や保護者の

意向、受入体制などを勘案した受

入や医療的ケア児のニーズを踏ま

えた対応 等

○保育所等、幼稚園、認定こども園

における子どもの対応や保護者の

意向、受入体制などを勘案した受

入や医療的ケア児のニーズを踏ま

えた対応 等

○学校に看護師等の配置

○乳幼児から学校卒業後までの

一貫した教育相談体制の整備

○医療的ケアに対応するための

体制整備（看護師等の研修）等

○学校に看護師等の配置

○乳幼児から学校卒業後までの

一貫した教育相談体制の整備

○医療的ケアに対応するための

体制整備（看護師等の研修）等

地方公共団体の関係課室等の連携

○関係課室等の連携体制の確保
○日頃から相談・連携できる関係性の構築
○先駆的に取り組んでいる地方公共団体
の事例を参考としつつ推進 等

関係機関等の連携

○協議の場の設置
○重症心身障害児者

等コーディネーターの
配置 等

教育関係

障害福祉関係

保健関係 保育関係
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① 障害福祉サービス等報酬

在宅の医療的ケア児とその家族の支援に向けた主な取組

在宅生活の基盤整備

居 宅 介 護

社会生活の基盤整備

【病院】医療ソーシャルワーカー

【病院・診療所】外来、入院

短 期 入 所

① 障害福祉サービス等報酬

④ 医療型短期入所事業所開設支援

⑤ 医療的ケア児等医療情報共有サービス

⑦ 在宅医療関連講師人材養成事業

⑧ 小児慢性特定疾病の医療費助成

⑨ 小児慢性特定疾病児童自立支援事業

⑩ 医療的ケア児保育支援モデル事業

⑪ 障害児受入強化推進事業

⑬ 医療的ケアのための看護師配置

⑭ 学校における医療的ケア実施体制構築事業

出生

乳児

幼児

6歳

相談

保 育 所 等 訪 問 支 援

相談

③ 医療的ケア児総合支援事業

⑫ 子育て世代包括支援センター

【 障 害 児 通 所 】
児童発達支援・医療型児童発達支
援・居宅訪問型児童発達支援

放 課 後 児 童 ク ラ ブ

医療

障害福祉

未熟児療育事業

身体障害者手帳

精神障害者保健福祉手帳

難病医療費

療育手帳

特別児童扶養手当

障害児福祉手当

ＮＩＣＵ・ＧＣＵから在宅への移行支援

等

（医ケア児支援のための関係機関の協議の場の設置）

【小・中・高等学校、特別支援学校
等 】

⑥ 診療報酬

【 在 宅 医 療 】
訪問診療、訪問看護、訪問歯科、訪問薬剤管理、等

18歳

注）対象年齢等は制度により異なる

小学校就学児童

① 障害福祉サービス等報酬

【障害児通所】放課後等デイサービス

【 保 育 園 等 】

等

在宅生活支援 社会生活支援 経済的支援等

医療 障害福祉 子育て、保育、母子保
健

教育

【 行 政 】 地 域 の 保 健 師 等 ⑬ 医療的ケアのための看護師配置

⑭ 学校における医療的ケア実施体制構築事業

【幼稚園、特別支援学校等】

⑫ 子育て世代包括支援センター

障 害 児 相 談 支 援

【 行 政 】 地 域 の 保 健 師 等

障 害 児 相 談 支 援

在宅における医療的ケア児とその家族を支えるため、NICU・GCUから在宅へ円滑に移行するための支援や地域における生活の基盤整備等の在宅
生活支援、医療的ケア児を受け入れる障害児通所、保育園、学校等の基盤整備といった社会生活支援、経済的支援等の取組が実施されている。

25
①～⑭の詳細は、「医療的ケア児の支援に向けた主な取組＜1～3＞」を参照
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医療計画に記載する事項や指標等の見直しについて

（１）在宅医療の充実に向けた取組の進め方について

都道府県において取り組むべき事項を整理した通知１）について、在宅医療の体制構築に係る指針２）に反映
させてはどうか。

（２）在宅歯科医療の提供体制について

近年、口腔ケア（口腔健康管理）が誤嚥性肺炎の発症予防につながるなど、口腔の健康と全身の健康との
関係について指摘されており、「在宅歯科医療の提供体制等に関する検討会」における議論の整理も踏まえ、
在宅歯科医療をより推進するための指標例を追加してはどうか。

（３）小児在宅医療の提供体制について

小児医療と在宅医療のそれぞれの提供体制が整合的となり、成育過程を踏まえた整備が可能となるよう、
中間見直しにおいて「訪問診療を実施する診療所・病院数」、「訪問診療を受けた患者数」のうち、小児
（15歳未満）についても指標例に追加してはどうか。
また、近年、増加傾向にある医療的ケア児に必要な支援を円滑に提供できるよう、第８次医療計画にむけ

て障害福祉計画等とも整合性を確保しながら検討することとしてはどうか

（４）その他の事項について

以下については、第８次医療計画に向けて、引き続き検討を行ってはどうか。

・訪問診療を受けた患者数や訪問看護に係る項目等を原則として記載する具体的な数値目標として追加

・在宅医療の提供体制を評価するアウトカム指標

・多職種による在宅医療提供体制や災害対応を含めた、今後の在宅医療のあり方

１）「在宅医療の充実に向けた取組の進め方について」
（平成31年1月29日厚生労働省医政局地域医療計画課長・厚生労働省老健局介護保険計画課長・厚生労働省老健局老人保健課長通知）

２）「疾病・事業及び在宅医療に係る医療体制について」
（平成29年3月31日厚生労働省医政局地域医療計画課長通知（平成29年7月31日一部改正））

見直しの方向性（案）
第 １ ７ 回 医 療 計 画 の 見 直 し
等 に 関 す る 検 討 会

令 和 ２ 年 １ 月 １ ５ 日

資料
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都
道
府
県

○ 「医療介護総合確保推進法」により、平成２７年４月より、都道府県が「地域医療構想」を策定。平成２８年度中に
全都道府県で策定済み。※ 「地域医療構想」は、二次医療圏単位での策定が原則。

○ 「地域医療構想」は、２０２５年に向け、病床の機能分化・連携を進めるために、医療機能ごとに２０２５年の医療
需要と病床の必要量を推計し、定めるもの。

○ 都道府県が「地域医療構想」の策定を開始するに当たり、厚生労働省で推計方法を含む「ガイドライン」を作成。
平成２７年３月に発出。

医療機能の報告等を活用し、「地域医療構想」を策定し、
更なる機能分化を推進

（「地域医療構想」の内容）

１．２０２５年の医療需要と病床の必要量
・高度急性期・急性期・回復期・慢性期の４機能ごと
に医療需要と病床の必要量を推計

・在宅医療等の医療需要を推計
・都道府県内の構想区域（二次医療圏が基本）単位で
推計

２．目指すべき医療提供体制を実現するための施策
例） 医療機能の分化・連携を進めるための施設設備、

在宅医療等の充実、医療従事者の確保・養成等

（機能が
見えに
くい）

医
療
機
関

（B病棟）
急性期機能

（D病棟）
慢性期機能

（C病棟）
回復期機能

（A病棟）
高度急性期機能

○ 機能分化・連携については、
「地域医療構想調整会議」で議論・調整。

医療機能の現状と今後の
方向を報告（毎年１０月）

病床機能報告

回復期機能の
患者

高度急性期機能
の患者

慢性期機能の患者

急性期機能の患者医療機能

を自主的
に選択

地域医療構想について
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機

能

分

化

・
連

携

地域差
の縮小

高度急性期
１３．０万床程度

急性期

４０．１万床程度

回復期

３７．５万床程度

慢性期
２４．２～２８．５

万床程度※２

2025年の必要病床数（目指すべき姿）

115～119万床程度※１

機能分化等をしないまま高齢化を織り込んだ場合:152万床程度

【推計結果：２０２５年】

２９．７～３３．７
万人程度※３

将来、介護施設や
高齢者住宅を含めた

在宅医療等で追加的に
対応する患者数

2025年の医療機能別必要病床数の推計結果（全国ベースの積上げ）

高度急性期
１９．１万床

回復期 １１．０万床

慢性期

３５．２万床

急性期

５８．１万床

一般病床

１００．６万床

療養病床

３４．１万床

【現 状：２０１３年】

134.7万床（医療施設調査） 病床機能報告
123.4万床

[2014年７月時点]＊

※１ パターンＡ：115万床程度、 パターンＢ：118万床程度、 パターンＣ：119万床程度
※２ パターンＡ：24.2万床程度、パターンＢ：27.5万床程度、パターンＣ：28.5万床程度
※３ パターンＡ：33.7万人程度、パターンＢ：30.6万人程度、パターンＣ：29.7万人程度

○ 今後も少子高齢化の進展が見込まれる中、患者の視点に立って、 どの地域の患者も、その状態像に即した適切な医療を適切な場所で受
けられることを目指すもの。このためには、医療機関の病床を医療ニーズの内容に応じて機能分化しながら、切れ目のない医療・介護を提供
することにより、限られた医療資源を効率的に活用することが重要。

（→ 「病院完結型」の医療から、地域全体で治し、支える「地域完結型」の医療への転換の一環）

○ 地域住民の安心を確保しながら改革を円滑に進める観点から、今後、１０年程度かけて、介護施設や高齢者住宅を含めた在宅医療等の医
療・介護のネットワークの構築と併行して推進。

地域医療介護総合確保基金を活用した取組等を着実に進め、回復期の充実や医療・介護のネットワークの構築を行うとともに、
慢性期の医療・介護ニーズに対応していくため、全ての方が、その状態に応じて、適切な場所で適切な医療・介護を受けられる
よう、必要な検討を行うなど、国・地方が一体となって取り組むことが重要。

ＮＤＢのレセプトデータ等を活用し、医療資源投入量
に基づき、機能区分別に分類し、推計

医療資源投入量
が少ないなど、
一般病床・療養
病床以外でも
対応可能な患者
を推計

入院受療率の地域差を縮小しつつ、慢性期医療
に必要な病床数を推計

※ 地域医療構想策定ガイドライン等に基づき、一定の仮定を置いて、
地域ごとに推計した値を積上げ

＊ 未報告・未集計病床数などがあり、現状の病床数（134.7万床）とは一致しない。
なお、2014年度の病床機能報告は、各医療機関が定性的な基準を参考に医療機能
を選択したものであり、 今回の推計における機能区分の考え方によるものではない。

内閣官房「医療・介護情報
の活用による改革の推進に

関する専門調査会」公表
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地域医療構想の実現に向けたこれまでの取組について
１．これまでの取り組み

○ これまで、2017年度、2018年度の２年間を集中的な検討期間とし、公立・公的医療機関等
においては地域の民間医療機関では担うことのできない医療機能に重点化するよう医療機能
を見直し、これを達成するための再編統合の議論を進めるように要請した。

○ 公立・公的医療機関等でなければ担えない機能として、「新公立病院改革ガイドライン」
や
「経済財政運営と改革の基本方針2018」においてはそれぞれ、
ア 高度急性期・急性期機能や不採算部門、過疎地等の医療提供等
イ 山間へき地・離島など民間医療機関の立地が困難な過疎地等における一般医療の提供
ウ 救急・小児・周産期・災害・精神などの不採算・特殊部門に関わる医療の提供
エ 県立がんセンター、県立循環器病センター等地域の民間医療機関では限界のある高度・

先進医療の提供
オ 研修の実施等を含む広域的な医師派遣の拠点としての機能
が挙げられている。

○ 2018年度末までに全ての公立・公的医療機関等における具体的対応方針が地域医療構想
調整会議で合意されるよう取組を推進。

公立・公的医療機関等に関する議論の状況

議論継続中

（病床ベース）

新公立病院改革
プラン対象病院

公的医療機関等2025
プラン対象病院

機能分化連携のイメージ（奈良県南和構想区域）

医療機能が低下している３つの救急病院を１つの救急病院（急性期）
と２つの回復期／慢性期病院に再編し、ダウンサイジング

機能再編
+

ダウンサイジン
グ

急性期275床

急性期199床

急性期98床

急性期232床

回復期／慢性期90
床

回復期／慢性期96床

418床
(▲154床）

572床

医師数
年間救急車受入件数

48.4人

2,086件 4,104件（1.97倍）

60.8人（1.26倍）

（３病院計）

機能集約化により医師一人当たりの救急受入件数が増え、地域全体の
医療機能の強化、効率化が促進された

地域医療構想の実現のための推進策

2019年３月末

○ 病床機能報告における定量的基準の導入

（36都道府県、79名（平成31年３月））

・調整会議における議論の支援、ファシリテート
・都道府県が行うデータ分析の支援 等

手術、重症患者に
対する治療等の実
績が全くない病棟

3.6万床

【2018～】基準の導入により、

高度急性期・急性期の選択不可

【従前】
高度急性期

急性期 （2017
）

2018年10月からの病床機能報
告において診療実績に着目し
た報告がなされるよう定量的
基準を明確化し、実績のない
高度急性期・急性期病棟を適
正化

○ 2018年６月より地域医療構想アドバイザーを任命

○ 2018年６月より都道府県単位の地域医療構想調整会議の設置

合意済み

95%

議論継続中 5% 2%

合意済み

98%

○ 介護医療院を創設し、介護療養・医療療養病床からの転換を促進

第３２回社会保障WG
（令和元年５月２３日）

資料１－１
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医政局地域医療計画課調べ（精査中）

公立病院・公的医療機関等の具体的対応方針の集計結果

9,937 8,637 
14,312 20,162 

114,785 108,568 

35,389 36,253 

0

40,000

80,000

120,000

160,000

200,000

公立病院
高度急性期 急性期 回復期 慢性期

ｰ 6,217
床

(-5.4%)

+ 5,850床
(+40.9%)
-1,300床
(-13.1%)

※１ 具体的対応方針策定前の病床数として、2017年度病床機能報告を用いた。
※２ 合意に至っていない公立病院・公的医療機関等の病床数は除いて集計。

23,617 23,240 
18,710 24,555 

151,822 150,868 

108,144 104,632 

0

50,000

100,000

150,000

200,000

250,000

300,000

公的医療機関等
高度急性期 急性期

302,293床 +1,002床

ｰ 3,512
床

(-3.2%)

ｰ 954床
(-0.6%)

+ 5,845床
(+31.2%)
ｰ 377床
(-1.6%)

174,423床 173,620床 303,295床

+ 864床
(+2.4%)

ｰ 803床

○ 高度急性期・急性期病床の削減は数％に留まり、「急性期」からの転換が進んでいない。
○ トータルの病床数は横ばい。
→ 具体的対応方針の合意内容が地域医療構想の実現に沿ったものになっていないのではないか。

2017年度の病床機能報告と具体的対応方針（2025年度見込）の比較 （参考）構想区域ごとの状況

病床数が減少する合意を
行った構想区域数

公立分 113 区域
公的等分 115 区域
民間分 131 区域

2017年度 2017年度2025年見込み 2025年見込み

○ 2015年度病床数と2025年の病床の必要量を比較すると、「高度急性期+急性期+回復期」の全国の病床数合計
は、89.6万床→90.7万床と増加する。

○ 公立病院・公的医療機関等の病床のうち、93％※は、高度急性期・急性期・回復期であり、具体的対応方針における
2025年のトータルの病床数見込みの評価は慎重に行う必要がある。
※2015年度ベース

第３２回社会保障WG
（令和元年５月２３日）

資料１－１
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地域医療構想の実現に向けたさらなる取組について

① 分析項目ごとに診療実績等の一定の指標を設定し、当該医療機関でなければ担えないものに重点化されているか分析する。
重点化が不十分な場合、他の医療機関による代替可能性があるとする。
A 各分析項目について、構想区域内に、一定数以上の診療実績を有する医療機関が２つ以上あり、かつ、お互いの所在地が近接
している。

B 各分析項目について、診療実績が特に少ない。
② 医療機関の所在地や、他の医療機関との位置関係を確認するなど、地理的条件も勘案する。

２．今後の取り組み

○ 2019年年央までに各医療機関の診療実績データを分析し、公立・公的医療機関等の役割が当該医療機関でなければ
担えないものに重点化されているか、合意された具体的対応方針を検証し、地域医療構想の実現に必要な協議を促進。

○ 今後、2019年年央までに、全ての医療機関の診療実績データ分析を完了し、「代替可能性がある」または「診療実績が少ない」と
位置付けられた公立・公的医療機関等に対して、構想区域の医療機関の診療実績や将来の医療需要の動向等を踏まえつつ、医師の働
き方改革の方向性も加味して、当該医療機能の他の医療機関への統合や他の病院との再編統合について、地域医療構想調整会議で協
議し改めて合意を得るように要請する予定。

分析内容

分析のイメージ

類似の診療実績

診療実績が少ない

A
病
院

B
病
院

C
病
院

D
病
院

①診療実績のデータ分析
（領域等（例：がん、救急等）ごと）

民間

公立・公的等

②地理的条件の確認

A
B

C D

類似の診療実績がある場合又は
診療実績が少ない場合のうち、
近接している場合を確認

③分析結果を踏まえた地域医療
構想調整会議における検証

同一構想区域

近接 遠
隔

①及び②により
「 代 替 可 能 性 あ
り 」 と さ れ た 公
立・公的医療機関
等

地域医療構想調整会議

医療機関の診療実績や
将来の医療需要の動向等を踏まえ、
医師の働き方改革の方向性も加味して、
○ 代替可能性のある機能の他の医療機関
への統合

○ 病院の再編統合
について具体的な協議・再度の合意を要請
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○今回の検証の要請に加え、厚生労働省自らも、地域ごとに助言・支援を実施することを検討

第３２回社会保障WG
（令和元年５月２３日） 資料１－１



2018年度 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026年度

第７次 医療計画 （中間見直し）

第７期 介護保険事業(支援)計画 第８期 介護保険事業(支援)計画

第８次 医療計画

第９期 介護保険事業(支援)計画
地域医
療構想

訪問診療を利用する患者の
高齢化の影響による増加見込み

病床の機能分化・連携に伴い生じる
介護施設や在宅医療等の

新たなサービス必要量

2025年に約100万人

2025年に約30万人（注）
市町
村

関係
団体
等

都道
府県

関
係
者
の
連
携
に
基
づ
く

一
体
的
な
対
策

在宅医療の需要

（注）30万人には、介護施設や外来で対応する分も含む。
今後、都道府県や市町村等が協議し、受け皿を検討。

• 2025年に向け、在宅医療や介護サービスの需要は、「高齢化の進展」や「地域医療構想による病床
の機能分化・連携」により増加する見込み。

• こうした需要の増大に確実に対応していくための提供体制を、都道府県・市町村、関係団体が一体
となって構築してくことが重要。

2025年に向けた在宅医療の体制構築について2025年に向けた在宅医療の体制構築について
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国
消費税財源活用



੨

市町村計画
（基金事業計

画）



ਿ


都道府県計画
(基金事業計画)

基金
※国と都道府県の

負担割合２／３、 １／３

申
請

事業者等（医療機関、介護サービス事業所等）

交
付

交付

地域医療介護総合確保基金

交付 提
出

交付 提
出

申
請

地域医療介護総合確保基金の対象事業

１ 地域医療構想の達成に向けた医療機関の施設又は設備の整備
に関する事業

２ 居宅等における医療の提供に関する事業

３ 介護施設等の整備に関する事業（地域密着型サービス等）

４ 医療従事者の確保に関する事業

５ 介護従事者の確保に関する事業

都道府県計画及び市町村計画（基金事業計画）

○ 基金に関する基本的事項
・公正かつ透明なプロセスの確保（関係者の意見を反映させる仕組みの整備）
・事業主体間の公平性など公正性・透明性の確保
・診療報酬・介護報酬等との役割分担

○ 都道府県計画及び市町村計画の基本的な記載事項
医療介護総合確保区域の設定※1 ／ 目標と計画期間（原則１年間） ／
事業の内容、費用の額等 ／ 事業の評価方法※2

※1 都道府県は、二次医療圏及び老人福祉圏域を念頭に置きつつ、地域の実情を
踏まえて設定。市町村は、日常生活圏域を念頭に設定。

※2 都道府県は、市町村の協力を得つつ、事業の事後評価等を実施
国は都道府県の事業を検証し、基金の配分等に活用

○ 都道府県は市町村計画の事業をとりまとめて、都道府県計画を作成

○ 団塊の世代が75歳以上となる2025年を展望すれば、病床の機能分化・連携、在宅医療・介護の推進、医療・介護従事者の
確保・勤務環境の改善等、「効率的かつ質の高い医療提供体制の構築」と「地域包括ケアシステムの構築」が急務の課題。

○ このため、平成26年度から消費税増収分等を活用した財政支援制度（地域医療介護総合確保基金）を創設し、各都道府県
に設置。各都道府県は、都道府県計画を作成し、当該計画に基づき事業を実施。

令和元年政府予算額：公費で1,858億円
（医療分 1,034億円、介護分 824億円）
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地域医療介護総合確保基金の対象事業

急性期病床から回復期病床への転換等、地域医療構想の達成に向けた病床の機能の分化及び連携等について
実効性のあるものとするため、医療機関が実施する施設・設備の整備に対する助成を行う。

（病床の機能分化・連携を推進するための基盤整備等の医療提供体制の改革に向けた施設及び設備等の整備）
・ 平成２７年度以降に策定される地域医療構想に基づいた病床機能の転換等の施設・設備整備に対する助成事業
・ ＩＣＴを活用した地域医療情報ネットワークの構築を行う事業

１．地域医療構想の達成に向けた医療機関の施設又は設備の整備に関する事業

２．居宅等における医療の提供に関する事業
地域包括ケアシステムの構築を図るため、在宅医療の実施に係る拠点の整備や連携体制を確保するための支援等、

在宅における医療を提供する体制の整備に対する助成を行う。

（在宅医療の実施に係る拠点・支援体制の整備）
・ 在宅医療の実施に係る拠点の整備 ／・ 在宅医療に係る医療連携体制の運営支援 ／・ 在宅医療推進協議会の設置・運営 等

（在宅医療や訪問看護を担う人材の確保・養成に資する事業）
・ 在宅医療の従事者やかかりつけ医の育成 ／ ・ 訪問看護の促進、人材確保を図るための研修等の実施 等

（その他在宅医療の推進に資する事業）
・ 在宅歯科医療の実施に係る拠点・支援体制の整備／・ 在宅医療や終末期医療における衛生材料や医療用麻薬等の円滑供給の支援 等

３．介護施設等の整備に関する事業
地域包括ケアシステムの構築に向けて、地域密着型サービス等、地域の実情に応じた介護サービス提供体制の整備を促進するための支援を行う。

（地域密着型サービス施設等の整備への助成）
・ 地域密着型サービス施設・事業所等の整備に対しての支援

（介護施設の開設準備経費等への支援）
・ 特別養護老人ホーム等の円滑な開設のため、施設の開設準備に要する経費について支援

（※定員30人以上の広域型施設を含む。）
・ 訪問看護ステーションの大規模化やサテライト型事業所の設置に必要な設備費用等の支援
・ 土地の取得が困難な都市部等での定期借地権の設定のための一時金の支援
・ 介護施設で働く職員等の確保のために必要な施設内の保育施設の整備に対する支援

（特養多床室のプライバシー保護のための改修等による介護サービスの改善）
・ 特別養護老人ホームにおける多床室のプライバシー保護のための改修に対する支援
・ 特別養護老人ホーム等のユニット化改修に対する支援
・ 介護療養型医療施設等を老人保健施設等への転換整備に対する支援

（対象施設） 地域密着型特別養護老人ホーム、小規模な老人
保健施設・養護老人ホーム・ケアハウス、都市型軽費老人ホーム、
認知症高齢者グループホーム、小規模多機能型居宅介護、
定期巡回・随時対応型訪問介護看護、看護小規模多機能型
居宅介護、緊急ショートステイ等
※ 定員30名以上の広域型施設の整備費については、平成18
年度より一般財源化され、各都道府県が支援を行っている。
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【趣旨】

在宅医療に関する専門知識や経験を豊富に備え、地域で人材育成事業を支えることのできる高度人材を養成する。

【事業概要】
医師を対象とした「①高齢者向け在宅医療」、「②小児向け在宅医療」、看護師を対象とした「③訪問看護」の３分野ごとに、
研修プログラムの開発を行うとともに、相応の経験を積んだ医療従事者、団体役員等に対し、中央研修を実施する。

（②・③分野では、行政職員が医師又は看護師と共に研修に参加し、地域の実情に応じた研修プログラム作成に取り組む演習も実施）

令和元年度は、都道府県・市町村の、研修を受けた人材の活用状況について調査の上、事例集を作成し、優良事例の横展開を
行う。

■在宅医療関連講師人材養成事業

◆研修プログラムの開発

・職能団体、研究機関、学会等
が連携し、人材育成研修
プログラムを作成。

・プログラムは、在宅医療の
主要な３分野に特化して構築。
それぞれのプログラムの相互
連携も盛り込む。

◆中央研修の実施

・開発したプログラムを
活用し、中央研修を実施。

・受講者が、地域で自治体
と連携しながら人材育成
事業を運営するなど、
中心的な存在として活躍
することを期待。

①在宅医療

（高齢者）

③訪問看護
②小児等

在宅医療

H27～

H27～ H28～

国 （関係団体、研究機関、学会等）

＊平成30年度の全国研修の状況
①高齢者向け在宅医療
日時：平成31年1月20日
参加者：191名（医師）

②小児向け在宅医療
日時：平成31年１月27日
参加者：235名
（医師146名・行政89名）

③訪問看護
日時：平成30年11月30日
参加者：128名
（看護師93名・行政35名）

研修修了者が各自治体において実施した
人材育成事業を調査し、地域での先進的
な優良事例について全国的な横展開を実
施する。

令和元年度予算額 23,207千円
（平成30年度予算額 23,207千円）

活用事例の調査

令和元年度

優良事例の展開
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10～15の自治体 （自治体職員、在宅医療関係者、救急医療関係者等）を対象に、
グループワークを実施。

・連携ルールの内容検討
・連携ルール運用までの工程表の策定 に取り組むための支援を実施

＜背景・課題＞ 本人の意思に反した（延命を望まない患者の）救急搬送が散見
国民の多くが人生の最期を自宅で迎えることを希望している。一方、高齢者の救急搬送件数も年々増加し、また大半は、人生の最終段階にお

ける医療等について、家族と話合いを行っていない。このような背景を踏まえると、今後、本人の意思に反した救急搬送が増加する懸念がある。

＜対策＞ 患者の意思を関係機関間で共有するための連携ルールの策定支援
先進自治体では、在宅医療関係者と救急医療関係者の協議の場を設け、救急搬送時の情報共有ルールの設定や、住民向け普及啓発に取り組んで

いる。こうした先進事例をもとに、複数の自治体を対象としたセミナーを実施し、連携ルール策定のための重点的な支援を行う。また、本取組に
ついて全国的な横展開を推進していくことで、人生の最終段階において本人の意思が尊重される環境を整備する。

・既に連携ルールを
運用している先進自
治体の取組（連携
ルールの運用に至る
工程、課題）を分か
りやすく紹介

在宅医療・救急医療連携セミナー

・有識者や先進自治
体の支援のもと、連
携ルールの検討や工
程表策定についてグ
ループワークを実
施。

予め、
本人の意向を
家族やかかりつ
け医等と共有
し、
人生の最終段階
における療養の
場所や医療につ
いて、本人の意
思が尊重される
取組を推進

本人の意思に反し
た搬送例が散見

連携ルール運用に至るまでの手順や、運用後の課題等をとりまとめ、
全国の自治体に情報提供することで、参加自治体以外への横展開を推進

救急医療、消防、在宅医
療機関が、患者の意思
を共有するための連携
ルール等の策定を支援

問題意識

対策

先進事例の紹介

・セミナーで策定し
た工程表の実施状況
や課題を把握し、工
程表の改善等を支
援。

有識者による
策定支援

継続的な
フォローアップ

方向性

ルールに沿っ
た情報共有

在宅医療・救急医療連携セミナー在宅医療・救急医療連携セミナー

全国的な横展開の推進



【趣旨】

国保データベース（KDB）システムを活用し、都道府県において在宅医療の体制整備にかかる取組状況を評価できる
よう支援をする。

【事業概要】
国民健康保険中央会（以下、国保中央会という。）において、以下のシステム設計及びデータ設計を行い、国に提供を行う。

① 2020年度の第７次医療計画の中間見直し及び第８期介護保険事業（支援）計画の策定に向けて、地域医療構想に伴う在宅
医療等で受ける新たなサービス量の按分に際し、各都道府県の療養病床に入院している医療区分１の患者の70％及び療養病床入
院受療率の地域間格差の改善に伴い在宅医療及び介護サービスが受け皿になった者の割合等について把握するためのデータの集
計を行う。

② 都道府県が地域の在宅医療の提供体制の状況を適切に把握するとともに、医療計画に基づく施策の進捗把握を簡便に行える
よう、介護に関する情報を含め、二次医療圏単位及び市町村単位で、都道府県の地域の医療提供体制の把握に資する在宅医療・
介護に関するデータの集計を行う。

【委託先】
国民健康保険中央会

■在宅医療・介護に係る分析支援データ集計業務事業

データブック等の在り方検討委員会
集計データの要件等を検討

国保中央会

KDBデータ

検討を踏まえシステム設計、集計

集計データ
提供

厚生労働省 都道府県

集計データ
提供

本事業の業務範囲

※青枠線…地域医療構想・医師偏在対策推進事業で対応
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第 ９ 回 在 宅 医 療 及 び 医 療 ・
介 護 連 携 に 関 す る W G

令 和 元 年 ９ 月 ６ 日

資料
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(カ)医療・介護関係者の研修会

＊地域の実情に応じて➁と➂を同時並行で実施する場合もある。

在 宅 医 療・介 護 連 携 推 進 事 業
○ 在宅医療・介護の連携推進については、これまで医政局施策の在宅医療連携拠点事業（平成23・24年度）、在宅医療推進事業（平成25年度～27

年度）により一定の成果。それを踏まえ、平成26年介護保険法改正により制度化。

○ 介護保険法の地域支援事業に位置づけ、市区町村が主体となり、郡市区医師会等関係団体と連携しつつ取り組む。

○ 本事業の（ア）～（ク）の８つの事業項目すべてを、平成30年4月にはすべての市区町村が実施。

○ ８つの事業項目は、郡市区医師会等（地域の医療機関や他の団体を含む）に委託することも可能。

○ 都道府県は、市町村における事業の進捗状況等を把握し、地域の課題等を踏まえ、都道府県医師会等関係団体と緊密に連携しつつ、保健所等を

活用しながら、市区町村と郡市区医師会等関係団体等との協議の支援や、複数市区町村の共同実施に向けた調整等により支援。

○ 国は、事業実施関連の資料や手引き、事例集の整備、セミナーの開催等により支援するとともに、都道府県を通じて実施状況を把握。

事業項目と事業の進め方のイメージ

在
宅
医
療･

介
護
連
携
の
推
進

（イ）在宅医療・介護連携の課題の抽出と
対応策の検討

■地域の医療・介護関係者等が参画する会議を開催し、在宅
医療・介護連携の現状を把握・共有し、課題の抽出、対応
策を検討

（ア）地域の医療・介護の資源の把握
■地域の医療機関、介護事業所の機能等を情報収集

■情報を整理しリストやマップ等必要な媒体を選択して共有・
活用

（ウ）切れ目のない在宅医療と在宅介護の提供体制の構築
■地域の医療・介護関係者の協力を得て、在宅医療・介護サービスの提供

体制の構築を推進

市区町村

医療関係者 介護関係者

PDCAサイクルで継続的に
実施することで成長

➂（ア）（イ）に基づいた取組の実施

（エ）医療・介護関係者の情報共有の支援
■情報共有シート、地域連携パス等の活用により、医療・介護関係者の情

報共有を支援
■在宅での看取り、急変時の情報共有にも活用

（オ）在宅医療・介護関係者に関する相談支援
■医療・介護関係者の連携を支援するコーディネーターの配置等による、

在宅医療・介護連携に関する相談窓口の設置・運営により、連携の取組
を支援

（キ）地域住民への普及啓発
■地域住民を対象にしたシンポジウム等の開催
■パンフレット、チラシ、区報、HP等を活用した、在宅医療・介護サービスに

関する普及啓発
■在宅での看取りについての講演会の開催等

（ク）在宅医療・介護連携に関する関係市区町村の連携
■同一の二次医療圏内にある市区町村や隣接する市区町村等が連携し

て、広域連携が必要な事項について検討

➀地域の医療介護連携の実態把握、課題
の検討、課題に応じた施策立案

➁地域の関係者との関係構築・人材育成
（カ）医療・介護関係者の研修
■地域の医療・介護関係者がグループワーク等を通じ、多職

種連携の実際を習得
■介護職を対象とした医療関連の研修会を開催 等

＊図の出典：富士通総研「地域の実情に応じた在宅医療・介護連携を推進するための多職種研修プログラムによる調査研究事業」報告書を一部改変（平成27年度老人保健健康増進等事業）
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人生の最終段階における医療・ケアの普及・啓発の在り方に関する報告書
（平成30年３月29日公表）

○ 人生の最終段階において、本人の意思に沿った医療・ケアが行われるようにするためには、人生の最終段階
における医療・ケアについて繰り返し話し合う取組が、医療・介護現場だけではなく、国民一人一人の生活の中
に浸透し、「生を全うする医療・ケアの質」を高めていくことが必要。

○ このため、国民全体が、人生の最終段階における医療・ケアについて、アドバンス・ケア・プランニング（ACP）※

等の概念を盛り込んだ意思決定及びその支援の取組の重要性について、一層の普及・啓発が必要。

※ 人生の最終段階の医療・ケアについて、本人が家族等や医療・ケアチームと事前に繰り返し話し合うプロセス

普及・啓発の目的と必要性

普及・啓発は、対象の属性に応じ、提供する情報の内容や支援方法を次のとおり分けて検討することが必要。

① 人生の最終段階における医療・ケアの在り方を自分ごととして考える時期にある方

・ 心身の状態に応じた医療・ケアの内容に関する事項

・ 本人の意思の共有にあたり留意すべき事項 等

【医療機関・介護施設】医療・ケアチームによる、医療・介護サービスの提供の機会を通じた情報提供 等

② ①の方を身近で支える立場にある家族等

・ ①に掲げる事項

・ 身近な方の人生の最終段階における医療・ケアの方針決定に関わるにあたり、留意すべき事項

【医療機関・介護施設】医療・ケアチームによる、医療・介護サービスの提供の機会を通じた情報提供 等

普及・啓発の内容・方法
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人生の最終段階における医療・ケアの普及・啓発の在り方に関する報告書

普及・啓発の内容・方法（続き）

普及・啓発における留意事項

③ 本人や家族等を支える医療・ケアチーム

・ 意思決定支援に必要な知識・技術に関する事項（新ガイドラインの内容等）

・ ①・②の方に掲げる事項を本人や家族等に伝達するにあたり、留意すべき事項 等

【国、地方自治体、医療・介護関係団体】新ガイドラインの普及、研修会の開催 等

④ 国民全体

・ 本人や身近な人のもしものときに備えて、日頃から考え、家族等の信頼できる者と繰り返し話し合いを
行い、その内容を共有しておくことが重要であること

【国】記念日の制定やこの日に合わせたイベントの開催、関連情報のポータルサイトやeラーニング
等の学習サイトの開設、ACPについて国民に馴染みやすい名称の検討

【地方自治体】リーフレットの配布、市民向けのセミナーの開催

【民間団体】結婚、出産、介護保険加入、介護休業、退職等のライフイベントに関連する手続きの機会を
通じたリーフレットの配布、セミナーの開催

【教育機関】学校における生命や医療・ケアに関する授業や講義の機会を通じ、人生の最終段階における
医療・ケアに関する教育 等

○ 誰もが日常的に話し合える環境づくりを進めることが重要であること
○ 国民一人一人が、希望する人生の最終段階を迎えることができるようにするために行うものであり、決して

医療費削減、営利目的等のために行うべきものではないこと
○ あくまで個人の主体的な取組によって考え、決定されるものであり、知りたくない、考えたくない、文書に

まとめたくないという方への十分な配慮が必要であること
○ ACPは、これまで既に、人生の最終段階に至る前の段階から、価値観、人生観も含めた十分なコミュニケー

ションを踏まえて医療・ケアの内容が決定されてきた実態の延長線上にあること 等
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本人や
家族等※と
十分に話し
合う

本人や
家族等※と
十分に話し
合う

本人の意思が
確認できる

・心身の状態等により医療・
ケア内容の決定が困難な場合

・家族等※の中で意見が
まとまらないなどの場合等

→複数の専門家で構成する
話し合いの場を設置し、
方針の検討や助言

本人の推定意思を尊重し、

本人にとって最善の方針をとる

医療・ケアチームで慎重に判断

本人にとって最善の方針を

医療・ケアチームで慎重に判断

「人生の最終段階における医療・ケアの決定プロセスに関するガイドライン」
における意思決定支援や方針決定の流れ（イメージ図） （平成30年版）

人生の最終段階における医療・ケアについては、医師等の医療従事者から本人・家族等へ適切な情報の提供と説明がなされた上
で、介護従事者を含む多専門職種からなる医療・ケアチームと十分な話し合いを行い、本人の意思決定を基本として進めるこ

と。

本人の人生
観や価値観
等、できる
限り把握

本人の人生
観や価値観
等、できる
限り把握

･家族等※が本人の
意思を推定できる

主なポイント

･家族等※が本人の
意思を推定できない
･家族がいない

本人の意思が
確認できない話し合った

内容を都度
文書にまと
め共有

話し合った
内容を都度
文書にまと
め共有

※本人が自らの意思を伝えられない状態になる可能性があることから、話し合いに先立ち
特定の家族等を自らの意思を推定する者として前もって定めておくことが重要である。

※家族等には広い範囲の人(親しい友人等)を含み、複数人存在することも考えられる。

心身の状態に応じて意思は変化しうるため
繰り返し話し合うこと

人生の最終段階における
医療・ケアの方針決定

本人と医療・ケアチームとの合意

形成に向けた十分な話し合いを踏

まえた、本人の意思決定が基本

41



42

ＡＣＰ（アドバンス・ケア・プランニング）

愛称が｢人生会議｣に決まりました！

• 人生の最終段階における医療・ケアについて考える日

11月３０日(いい看取り・看取られ)は「人生会議の日」

詳しくは、厚生労働省のホームページをご覧ください。
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryou/saisyu_iryou/index.html

人生の最終段階における医療・ケアについて、前もって考え、家族や医療・ケアチーム等と

繰り返し話し合い、共有する取組を「アドバンス・ケア・プランニング（ACP）」と呼びます。
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H29年度
市民公開講座

【背景・課題】
高齢多死社会を迎え、年間死亡者数が増加していく中で、人生の最終段階における医療・ケアのあり方が大きな課題となる。
人生の最終段階における医療・ケアについて、医療従事者から適切な情報の提供と説明がなされた上で、患者が医療・ケアチームと話し合いを行い、患
者本人による決定を基本として進めることが重要であり、厚生労働省では、こうした合意形成のプロセスを示す「人生の最終段階における医療・ケアの
決定プロセスに関するガイドライン」（平成19年策定、平成26年改称、平成30年改訂）を策定している。
しかしながら、平成29年の調査によれば、当該ガイドラインは医療従事者に十分認知されているとは言えず、人生の最終段階における医療・ケアに関
する研修も十分に行われていない状況である。

【事業内容】
平成31年度は、平成29年度からの人材育成研修会、及び、研修会の拡充と継続性の担保のための講師人材の育成、国民への普及啓発を実施し、人生の
最終段階を穏やかに過ごすことのできる環境を整備する。

H26～27年度
試行事業

H28年度、H29年度、H30年度

人材育成研修を実施

H28年度、H29年度、H30年度
全国の主要都市で

人材育成研修を実施

患者の意思を尊重した人生の最終段階における医療の実現に向けた取組

人生の最終段階における医療体制整備事業

R元年度
全国の人材育成研修を継続

全国８ブロックの主要都市

人材育成研修会

診療所と訪看等の診療所と訪看等の
医療・ケアチーム

病院の病院の
医療・ケアチーム

病院の病院の
医療・ケアチーム

診療所と訪看等の診療所と訪看等の
医療・ケアチーム

※研修を受講した医療・ケアチーム
は、自主的に患者・家族の相談に対応

する

200チーム程度

試行事業の成果
・医療機関の相談対応力の向上
・患者家族の満足度の向上

患者や家族の相談を実施

人材育成研修会

【医療・ケアチーム】
医師、看護師、MSW

等

モデル事業（15医療機関）

研修プログラム
を開発

全国８ブロックの主要都市

人材育成研修会

診療所と訪看等の診療所と訪看等の
医療・ケアチーム

病院の病院の
医療・ケアチーム

病院の病院の
医療・ケアチーム

診療所と訪看等の診療所と訪看等の
医療・ケアチーム

研修会の講師を担う人材の育成

200チーム程度

医療従事者向け

令和元年度予算額 99,987千円
（平成30年度予算額 65,747千円）

H２９年度、H30年度H２９年度、H30年度
国民向け普及啓発の開発・実施

H30年度
学習サイトの開設

R元年度
人生会議（ACP：アドバンス・ケア・プラ
ンニング）普及啓発イベントの開催等

R元年度
国民向け普及啓発の開発・実施



精神障害にも対応した地域包括ケアシステムの構築（イメージ）

○精神障害者が、地域の一員として安心して自分らしい暮らしをすることができるよう、医療、障害福祉・介護、住まい、社会参加（就労）、地域の助け合
い、教育が包括的に確保された地域包括ケアシステムの構築を目指す必要がある。

○このような精神障害にも対応した地域包括ケアシステムの構築にあたっては、計画的に地域の基盤を整備するとともに、市町村や障害福祉・介護事
業者が、精神障害の程度によらず地域生活に関する相談に対応できるように、圏域ごとの保健・医療・福祉関係者による協議の場を通じて、精神科
医療機関、その他の医療機関、地域援助事業者、市町村などとの重層的な連携による支援体制を構築していくことが必要。

安心して自分らしく暮らすために･･･

社会参加（就労）、地域の助け合い、教育（普及・啓発）

住まい

企業、ピア・サポート活動、自治会、ボランティア、NPO等

市町村ごとの保健・医療・福祉関係者による協議の場、市町村

障害保健福祉圏域ごとの保健・医療・福祉関係者による協議の場、保健所

バックアップバックアップ

バックアップバックアップ

・精神保健福祉センター（複雑困難な相談）
・発達障害者支援センター（発達障害）

・保健所（精神保健専門相談）
・障害者就業・生活支援センター（就労）
・ハローワーク（就労）

病気になったら･･･

医療

お困りごとはなんでも相談･･･

様々な相談窓口

日常の医療：
・かかりつけ医、有床診療所
・精神科デイケア ・精神科訪問看護
・地域の連携病院
・歯科医療、薬局

病院：
急性期、回復期、慢性期

介護・訓練等の支援が必要になったら･･･

障害福祉・介護

（介護保険サービス）
■在宅系：
・訪問介護 ・訪問看護 ・通所介護
・小規模多機能型居宅介護
・短期入所生活介護
・福祉用具
・24時間対応の訪問サービス 等

■介護予防サービス

■地域生活支援拠点

（障害福祉サービス）
■在宅系：
・居宅介護 ・生活介護
・短期入所
・就労継続支援
・自立訓練 等

都道府県ごとの保健・医療・福祉関係者による協議の場、都道府県本庁・精神保健福祉センター・発達障害者支援センター

バックアップ

■施設・居住系サービス
・介護老人福祉施設
・介護老人保健施設
・認知症共同生活介護 等

■施設・居住系サービス
・施設入所支援
・共同生活援助
・宿泊型自立訓練 等

日常生活圏域

基本圏域（市町村）

障害保健福祉圏域

※ 地域包括ケアシステムは、日常生活圏域
単位での構築を想定

※ 精神障害にも対応した地域包括ケアシス
テムの構築にあたっては、障害保健福祉
圏域ごとに、精神科医療機関・その他の
医療機関・地域援助事業者・市町村によ
る連携支援体制を確保

通所・入所通院・入院

圏域の考え方

訪問

・自宅（持ち家・借家・公営住宅等）
・サービス付き高齢者向け住宅
・グループホーム 等

訪問

・市町村（精神保健・福祉一般相談）
・基幹相談支援センター（障害）

・地域包括支援センター（高齢）

相談業務やサービスの
コーディネートを行います。

訪問相談にも対応します。

44



（リーフレット）
在宅医療をご存じですか？

○ 高齢者等に対し、今後必要となる可能
性のある在宅医療に関する情報を届ける
ため、在宅医療提供者、学術関係者及び
行政を構成員とする全国在宅医療会議
の協力の下、在宅医療に関する普及・啓
発リーフレットを作成。

○ 各地域における資源（具体的な介護
サービスの内容等）の情報等を必要に応
じ、適宜、編集の上、用途に合った印刷
サイズでの利用が可能。

https://www.mhlw.go.jp/content/10800000/000502712.pptx
【厚生労働省ホームページ掲載先】
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「地域保健対策の推進に関する基本的な指針」（厚生労働省告示第289号）一部改正

介護保険法等の一部を改正する法律（法律第77号）「痴呆」用語の見直し「痴呆性老人対策」を
「認知症高齢者対策」に改正）

H17.6.29

「地域保健対策の推進に関する基本的な指針」（厚生労働省告示第184号)一部改正

老人保健法→高齢者の医療の確保に関する法律、「老人保健事業」を「健康増進事業」に改正
H20.3.31

医療制度改革（平成20年）

医療計画（4疾病5事業）、特定健診・保健指導の導入
医療計画の作成及び推進における保健所の役割について（健総発第0720001号）

H19.7.20

地域保健法、地域保健対策の推進に関する
基本的な指針の主な改正➀

H23.5.2

「地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する
法律」（平成23年法律第37号）施行

医療法→医療計画における区域の設定に関する事項の条文番号の改正
（第30条の３第2項第1号を第30条の4第2項第9号に改正）
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「地域保健対策の推進に関する基本的な指針」（厚生労働省告示第４６４号)一部改正

• 地域保健対策検討会報告書等を踏まえ、少子高齢化の更なる進展など地域保健を取り巻く状
況の変化に対応した改正

• 改正の主な事項

①ソーシャルキャピタルを活用した自助及び共助の支援の推進
②地域の特性をいかした保健と福祉の健康なまちづくりの推進
③医療、介護及び福祉等の関連施策との連携強化
④地域における健康危機管理体制の確保
⑤学校保健との連携
⑥科学的根拠に基づいた地域保健の推進
⑦保健所の運営及び人材確保に関する事項
⑧地方衛生研究所の機能強化
⑨快適で安心できる生活環境の確保
⑩国民の健康増進及びがん対策等の推進

H24.7.31

介護サービスの基盤強化のための介護保険法等の一部を改正する法律（平成23年法律第72号）
施行

介護保険法→都道府県介護保険事業支援計画における区域に関する事項の条文番号の改正（第
118条第2項第1号を第118条第2項に改正）

H24.3.30

地域保健法、地域保健対策の推進に関する
基本的な指針の主な改正➁
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１ ソーシャルキャピタルを活用した自助及び共助の支援の推進

地域保健対策の推進に当たって、地域のソーシャルキャピタル（信頼、社会規範、ネットワークと
いった社会関係資本等）を活用し、住民による自助及び共助への支援を推進すること。

２ 地域の特性をいかした保健と福祉の健康なまちづくりの推進

市町村は、学校や企業などの地域の幅広い主体との連携を進め、住民との協働による健康なまち
づくりを推進すること。

３ 医療、介護及び福祉等の関連施策との連携強化

市町村は、保健と介護及び福祉を一体的に提供できる体制整備に努め、都道府県及び保健所は、
管内の現状を踏まえ、医療、介護等のサービスの連携体制の強化に努めること。

４ 地域における健康危機管理体制の確保

○都道府県及び市町村は、大規模災害時を想定し、被災地以外の自治体や国とも連携した情報収集
体制や保健活動の全体調整、保健活動への支援等の体制を構築すること。

○国は、広域的な災害保健活動に資する人材育成支援や保健師等について迅速に派遣のあっせん・
調整できる仕組みの構築を行うこと。

５ 学校保健との連携

保健所及び市町村保健センターは、学校保健委員会やより広域的な協議の場に可能な限り参画
し、連携体制の強化に努めること。

地域保健対策の推進に関する基本的な指針改正
（平成24年7月31日厚生労働省告示第464号）の概要
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６ 科学的根拠に基づいた地域保健の推進

国、都道府県及び市町村は、地域保健に関する情報の評価等を行い、その結果を計画に反映させ
るとともに、関係者や地域住民に広く公表することを通じて、地域の健康課題と目標の共有化を図
り、地域保健対策を一体的に推進することが重要であること。

７ 保健所の運営及び人材確保に関する事項
保健所は、専門的な立場から企画、調整、指導及びこれらに必要な事業等を行い、市町村への積

極的な支援に努めること。

８ 地方衛生研究所の機能強化
地方衛生研究所を設置する自治体は、サーベイランス機能の強化や迅速な検査体制の確立等が

求められていることを踏まえ、技術的中核機関としての地方衛生研究所の一層の機能強化を図るこ
と。

９ 快適で安心できる生活環境の確保

都道府県、国等は、食中毒等に係る情報共有体制の強化や食品衛生監視員等の資質向上等を通
じた保健所機能の強化に努めるとともに、生活衛生同業組合等の関係団体に対する指導・助言に努
め、営業者の自主的な衛生管理等を通じた食品安全・生活衛生等の施策の推進を図ること。

１０ 国民の健康増進及びがん対策等の推進

健康増進計画の策定・実施等の取組を行う場合、ソーシャルキャピタルを活用した地域の健康づく
りに関係するＮ Ｐ Ｏ 等との連携及び協力も強化すること。また、地域のがん対策、肝炎対策、歯科口

腔保健の推進に関し、それぞれ必要な施策を講じること。

地域保健対策の推進に関する基本的な指針改正
（平成24年7月31日厚生労働省告示第464号）の概要
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